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通所介護（通所介護相当サービス） 
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１ 事業主体に関すること 

    名  称  社会福祉法人 不 動 園 

    所在地   宇治市白川東山１５番地（法人本部） 

    電話番号  ０７７４－２２－２０００ 

    代表者氏名 理事長 河邉 和敏 

  

２ 事業所に関すること 

 （１）種類・番号  指定通所介護 ２６７１２０００１８ 

 （２）事業所の名称・所在地 

    名  称  社会福祉法人 不 動 園  平盛デイサービスセンター 

    所在地  〒６１１－００３３ 宇治市大久保町平盛９１－３  

（宇治市立平盛小学校内、空き教室利用） 

    電話番号  ０７７４－４５－２９４０  ＦＡＸ番号 ０７７４－４５－２９４１ 

 （３）開設日  平成８年４月１日開設 

 （４）営業日  月曜日から土曜日（１２月２９日から１月３日を除く） 

営業時間     午前８時３０分から午後５時３０分まで 

サービス提供時間 午前８時４５分から午後５時００分まで 

 （５）サービス提供実施地域  宇治市（伊勢田町、大久保町、神明、寺山台、広野町）・久 

御山町（栄、佐古、佐山、林）・城陽市（久世、上津屋、寺田地域の一部、平川） 

その他の地域については要相談 

 （６）利用定員  １日３０名 

 

３ 事業の目的 

      社会福祉法人不動園が開設する指定通所介護事業（以下「事業」という。）の適切な運営

を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の職員が要介護状態に

ある高齢者、またその家族等に対し適切なサービスを提供することを目的とする。 

                                    

 ４ 運営方針 

   ・本事業所において提供する通所介護は、介護保険法並びに関係する厚生省令、告示の趣

旨及び内容に沿ったものとする。                                                    

   ・利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、 

    利用者及びその家族のニーズを的確に捉え、個別に通所介護（通所介護相当サービス） 

計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。                           

   ・利用者又はその家族に対し、サービスの内容及び提供方法を明確にする。 

    適切な介護技術をもってサービスを提供する。 

    常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。 

    居宅サービス計画に沿った通所介護（通所介護相当サービス）を提供する。 
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５ 職員体制 

    令和 7 年 1 月 1 日現在 

 常勤専従 常勤兼務 非常勤専従 非常勤兼務 

管理者  1   

生活相談員  3   

介護職員 4 2 2  

看護職員  2  2 

機能訓練指導員  2 1 2 

 

 

６ 提供するサービスと費用 

（１） 介護保険給付対象のサービス利用料 

通所介護費（地域加算分を含む） 

【基本部分】※サービス提供時間によりご負担額が変わります。 

サービス提供

時間 

 

要介護度 

利用者負担額 

基本利用料 1 割負担 2 割負担 3 割負担 

7 時間以上 

8 時間未満 

要介護 1 6757 円 676 円 1352 円 2028 円 

要介護 2 7979 円 798 円 1596 円 2394 円 

要介護 3 9243 円 925 円 1849 円 2773 円 

要介護 4 10506 円 1051 円 2102 円 3152 円 

要介護 5 11789 円 1179 円 2358 円 3537 円 

 

 

【加算】以下の加算要件を満たす場合、基本部分に上乗せされます。 

 

加算の種類 

 

加算要件 

利用者負担額 

基本利用料 1 割負担 2 割負担 3 割負担 

入浴介助加算

（Ⅰ） 

入浴介助を適切に行うことができる

人員及び設備を有していること 

410 円 41 円 82 円 123 円 

入浴介助加算 

（Ⅱ） 

入浴介助加算（Ⅰ）の要件に加えて利

用者宅の浴室環境を確認し、個浴で入

浴介助を行う場合 

564 円 67 円 113 円 170 円 

個別機能訓練

加算（Ⅰ）イ 

機能訓練指導員等が共同して個別計

画書を作成し計画的に機能訓練を実

施（実施日につき） 

575 円 58 円 115 円 173 円 

個別機能訓練

加算（Ⅰ）ロ 

780 円 78 円 156 円 234 円 

個別機能訓練

加算（Ⅱ） 

個別機能訓練計画書の内容等の情報

を厚生労働省に提出し、機能訓練の実

205 円 21 円 41 円 62 円 
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施に当たって、当該情報その他機能訓

練の適切かつ有効な実施のために必

要な情報を活用した場合(1 月につき) 

ADL 維持等 

加算（Ⅰ） 

一定期間に当事業所したご利用者の

うち ADL（日常生活動作）の維持ま

たは改善の度合いが一定の水準を超

えた場合（1 月につき） 

308 円 31 円 62 円 93 円 

ADL 維持等 

加算（Ⅱ） 

616 円 62 円 124 円 185 円 

認知症加算 認知症のご利用者に認知症状の進行

の緩和に資するケアを計画的に実施

する体制を整備している場合 

（1 日につき） 

616 円 62 円 124 円 185 円 

科学的介護推

進体制加算 

ご利用者ごとの ADL 値、栄養状態、

口腔機能、認知症の状態等の基本的な

情報を厚生労働省に提出しその情報

を通所介護の適切かつ有効な提供に

活用している場合（1 月につき） 

410 円 41 円 82 円 123 円 

中重度者ケア

体制加算 

中重度の要介護者（要介護 3 以上）

を受け入れる体制を整えている場合

（1 日につき） 

462 円 47 円 93 円 139 円 

送迎を行わな

い場合の減算 

利用者に対して居宅と当事業所との

間の送迎を行わない場合（片道） 

－482 円 －49 円 －97 円 －145円 

サービス提供

体制強化加算

（Ⅰ） 

介護職員の総数のうち介護福祉士の

占める割合が 100分の 70以上の場合 

225 円 23 円 45 円 68 円 

介護職員等処

遇改善加算

（Ⅰ） 

介護職員等の処遇改善を行い人材確

保に努め良質なサービス提供を続け

るための取り組みをする 

1月の利用料

（基本部分+

各種加算）の

9.2％ 

左記の 

1 割 

左記の 

2 割 

左記の 

3 割 

 

 

通所介護相当サービス費（地域加算分を含む）※利用料金は 1 月あたりとなります。 

【基本部分】 

 

サービス提供時間 

 

要介護度 

利用者負担額 

基本利用料 1 割負担 2 割負担 3 割負担 

5 時間以上 

8 時間未満 

 

 

 

事業対象者 

要支援 1 

18465 円 1847 円 3693 円 5540 円 

要支

援 2 

 

週1回 18465 円 1847 円 3693 円 5540 円 

週2回 37187 円 3719 円 7438 円 11157 円 
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【加算】 

 

加算の種類 

 

加算要件 

利用者負担額 

基本利用料 1 割負担 2 割負担 3 割負担 

生活機能向上 

グループ活動 

加算 

利用者の生活機能の向上を目的とし

て共通の課題を有するグループに対

して実施される日常生活上の支援活

動（1 月につき） 

1027 円 103 円 206 円 309 円 

若年性認知症

利用者受入 

加算 

若年性認知症利用者に対し個別の担

当者を定め通所介護相当サービスを

行った場合（1 月につき） 

2464 円 247 円 493 円 740 円 

サービス提供

体制強化加算

（Ⅰ） 

介護職員の総数のうち介護福祉士の

占める割合が 100分の 50以上である

場合（1 月につき）週 1 回 

903 円 91 円 181 円 271 円 

介護職員の総数のうち介護福祉士の

占める割合が 100分の 50以上である

場合（1 月につき）週 2 回 

1807 円 181 円 362 円 543 円 

介護職員等処

遇改善加算Ⅰ 

介護職員等の処遇改善を行い人材確

保に努め良質なサービス提供を続け

るための取り組みをする 

1月の利用料

（基本部分+

各種加算）の

9.2％ 

左記の 

1 割 

左記の 

2 割 

左記の 

3 割 

送迎を行わな

い場合の減算 

利用者に対して居宅と当事業所との

間の送迎を行わない場合（片道） 

－482 円 －49 円 －97 円 －145円 

  

 

（２）キャンセル料 

    ご利用者のご都合でサービスを中止されるとき、キャンセル料をいただく場合がござ

いますので出来るだけ早めにご連絡ください。利用当日の９時以降のご連絡は、キャ

ンセル料金（660 円）が発生いたします。 

 

 （３）健康上の理由による利用中止 

    ①罹患時にはサービス利用をお断りすることがあります。 

    ②利用途中に体調が悪くなられた場合、ご家族に連絡の上サービス利用を中止するこ

とがあります。 

    ③長期の入院、もしくは利用者及び介護者のご都合で長期間、利用を中止される場合

一旦契約を解除させていただくことがあります。 

 

（４）サービス内容 

1，日常生活上の援助 日常生活活動能力に応じて、排泄・移動・移乗・食事・入浴その

他必要な身体の援助及び介助をします。 
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2，健康状態の確認 体温・血圧・脈拍・体重等の測定、体調ならびに皮膚疾患等の観

察をします。 

3，入浴サービス 居宅での入浴が困難なご利用者に対して、必要な入浴サービスを

提供します。 

4，機能訓練 ご利用者に対し、日常生活における生活機能の維持・向上を目指

して、個別あるいは小集団で機能訓練を実施します。 

5，食事サービス 利用者の健康・身体状況に合わせた食事を提供します。 

6，相談及び援助 ご利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努め、

ご利用者又はご家族からの相談に適切に応じるとともに、必要な

助言、その他の援助を行うものとします。 

7，送迎サービス 送迎の程度、地理的条件等を把握し、ご利用者に対して専用車両

により送迎し、必要に応じて、居宅内や事業所内外での移動、昇

降等の介助をします。 

    

 （５）実費負担となるもの 

   ・食費 660 円 おやつ 110 円 コーヒー代 100 円  

・連絡袋 110 円（初回利用月にご請求）写真代 20 円 

   ・オムツ 150 円 リハビリパンツ 130 円 パット（大）80 円 パット（小）40 円 

・その他、外出や創作にかかる材料代については実費負担となります。 

・ご希望に応じて散髪（2500 円）の予約を受け付けております。 

 

（６）その他利用料金に関すること 

   ・介護給付対象のサービス利用料金については、介護保険法改正等により介護給付費

体系に変更があった場合、変更になります。 

    

（７）費用支払い方法 

   利用状況を毎月末にまとめ、翌月中旬に請求書をお渡しします。基本は口座引き落と

しの手続きをお願いいたします。翌々月末までに現金支払い、銀行振込(振込手数料は

ご負担下さい)のいずれかの方法でのお支払いも可能です。なお利用料金の支払いが６

ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合、サ

ービス利用を停止する場合がありますのでご注意ください。 

 

７ 緊急時、事故発生時の対応 

    サービスの提供中にご利用者の心身の状態に異変その他緊急事態が生じたときは、専 

従の看護職員の判断のもと速やかに主治医及びご家族に連絡し、適切な措置を講じま 

す。また、万が一何らかの事故が起こった場合は、適切に対応するとともに、内容に 

よっては、ご利用者の保険者である市町村に連絡する場合があります。 

 

８ 非常災害時の対応 

事業所は、感染症や災害が発生した場合には、事業継続が出来るよう下記の対策を講 
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じています。  

（１）感染症予防及び感染発生時の対応 

①感染症対策指針を整備します。 

②感染症発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修、発生時の訓練を定期的 

に行います。  

（２）非常災害対策  

①事業所に災害対策に関する担当者を置き、非常災害対策に関する取組みを行います。 

②大地震等の自然災害、感染症のまん延等、あらゆる不測の事態が発生しても事業を

継続できるよう計画（BCP）を策定し、研修の実施、訓練を定期的に行います。 

 

９ 虐待の防止のための措置に関する事項 

    利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止する

ための委員会の開催、指針の整備、研修を実施するとともに、これらの措置を適切に

実施するための担当者を定めること等に務めるものとする。 

     

１０ 守秘義務 

    職員には守秘義務があり、職員でなくなった後においてもご利用者並びにご家族の個 

人情報は外部に漏らしません。ただし、介護サービスを安心して利用していただくた 

めには、サービス担当者会議等において主治医、ケアマネージャーその他各サービス 

事業者等との連携を図る必要があり、必要な情報を提供する場合があります。 

 

１１ 身体拘束の禁止 

    ご利用者の状態に合わせて対応いたします。基本的に身体を拘束、抑制することはあ

りません。 

 

１２ ハラスメントの防止について 

 法人におけるハラスメントの防止に関する基本方針に従い業務に努めます。 

ハラスメントの防止に関する責任者に事業所の管理者を選定します。 

 

１３ 契約上の取り扱い 

    他のご利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼし、通常の介護方法ではこれを防

止できないなど、契約の継続が著しく困難であると判断した場合に限り、契約を解除

することがあります。 

 

１４ 相談・苦情の窓口 

    受付窓口ならびに第三者委員会を設置しており、適切に対応します。苦情、ご相談、 

ご質問、ご要望等がございましたらお申し出ください。 

  ℡  ０７７４－４５－２９４０     

              対応責任者   管理者  加 藤 亮 一 
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（行政機関その他） 

宇治市介護保険課   (0774-22-3141) 

城陽市高齢介護課  （0774-56-4043） 

久御山町住民福祉課 （0774-45-3902） 

京都府福祉サービス運営適正化委員会           (075-252-2152) 

京都府国保連合会介護保険課介護管理係相談担当 (075-354-9090) 

 

(第三者委員) 

堀井 節子  （0774-46-2658） 

木村 光長  （0774-21-3633） 

矢野 友次郎 （0774-22-0047） 

太田 勲   （080-6188-0763） 

 

※第三者委員の連絡先は個人宅の為、電話の時間にはご配慮ください。 

 

１５ 第三者評価の実施 

   実施の有無  有 

   実施日    平成 29年 2月 9日 

   評価機関   一般社団法人 京都府介護福祉士会 

   評価結果   京都府介護・福祉サービス第三者評価等支援機構のホームページ 

をご参照ください。 

https://kyoto-hyoka.jp/ 
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個人情報保護に対する基本方針 

 

１． 基本方針 

社会福祉法人不動園は、当法人が扱う個人情報の重要性を認識し、その適正な

保護のために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報保護に関する法令そ

の他の関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、利用者の個人情報の保

護を図ることを宣言します。 

 

２． 個人情報の適切な収集、利用、提供の実施 

（１） 個人情報の取得に際して、利用目的を特定して通知または公表し、利用

目的に従って、適切に個人情報の収集、利用、提供を行います。 

（２） 個人情報の収集、利用、提供にあたっては、本人の同意を得るようにし

ます。 

（３） 個人情報の紛失、漏えい、改ざん及び不正なアクセス等のリスクに対し

て、必要な安全対策、予告措置等を講じて適切な管理を行います。 

 

３． 安全性確保の実践 

（１） 当法人は、個人情報保護の取り組みを全役職員等に周知徹底させるため

に、個人情報に関する規定類を明確にし、必要な教育を行います。 

（２） 個人情報保護の取り組みが適切に実施されるよう、必要に応じ評価、見

直しを行い、継続的な改善に努めます。 

 

４． 個人情報保護に関するお問い合わせ窓口 

当法人が保有する個人情報についてのご質問やお問い合わせ、あるいは、開示、

訂正、削除、利用停止等の依頼について、以下の各施設の窓口でお受けします。 

 

・宇治橋ふれあい館             ・宇治やすらぎの家 

・天ヶ瀬ワークスあすなろ       ・天ヶ瀬きぼうの家 

・特別養護老人ホーム天ヶ瀬苑   ・平盛デイサービスセンター                  

・平盛居宅介護支援事業所       ・南宇治地域包括支援センター 

・天ヶ瀬寮                     ・天ヶ瀬寮デイサービスセンター 

 

 

社会福祉法人 不 動 園 

 

理事長 河邉 和敏 
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当施設における個人情報の利用目的 

 

当施設では個人情報を業務上必要な範囲において利用します。 

下記の目的以外には使用しません。 

 

①  お客様に提供する介護サービス 

② 介護保険請求のための事務 

③ 管理運営業務（会計・経理・事故報告・サービスの質向上等） 

④ 他の医療機関・介護機関との連携 

⑤ 家族等への状況説明 

⑥ 行政機関等、法令に基づく専門機関、保険会社への届出、相談 

⑦ その他公益に資する運営業務（基礎資料の作成、実習への協力・職員研

修等） 

 

社会福祉法人 不動園 

平盛デイサービスセンター 

 

 

上記内容を理解した上で、個人情報の取扱いに同意します。 

令和   年   月   日 

氏名             

家族氏名          続柄     
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◎通所介護(通所介護相当サービス)の提供開始にあたり契約書および説明書に基づいて、重要

事項を説明しました。 

    

説明者 平盛デイサービスセンター                 

 

 

◎私は、事業者から通所介護(通所介護相当サービス)についての重要事項の説明を受け、サー

ビスを受けることならびにその利用に掛かる費用を支払うことに同意し、サービス担当者会議

等において私ならびに家族の個人情報を用いることについても同意します。本書を２通作成し、

利用者および事業者が記名押印の上、１通ずつ保有するものとします。 

 

 

令和  年    月    日 

 

 （事業所） 住 所  宇治市大久保町平盛９１－３ 宇治市立平盛小学校内   

       名 称  社会福祉法人 不動園  平盛デイサービスセンター 

 

       氏 名  理事長  河邉 和敏        

 

 

 （利用者） 住 所                             

 

       氏 名                    

 

（代理人） 住 所                             

 

       氏 名                    

 

      利用者との関係：            

 


